
 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎県電子調達システム（物品） システム目的別手順書 
 

 

 

※操作についての問合せ 

          

宮崎県会計管理局物品管理調達課 

電話０９８５－２６－７２０８  

 

           ※システム不具合についての問合せ 

 

宮崎県会計管理局会計課      

電話０９８５－２６－７２０６ 

 

※見積依頼案件についての問合せ 

 

            宮崎県の各調達機関 

各調達機関の問合せ先は次のとおり 

      調達機関   電話番号  

・物品管理調達  0985-26-7208 

・警察本部会計 0985-31-0110 

             ・西臼杵支庁    0982-72-2181 

 

（調達機関は「見積金額の入力等／開札結果 

の詳細」画面で確認することができます） 

 

 

 

 

宮崎県総物品管理調達課 
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1.2 平成３０年１０月１日 一部 改訂 

1.3 令和８年４月１日 一部 改訂 
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Ⅰ 見積依頼案件に見積登録・辞退登録する方法 

 

 

１ 見積依頼案件の確認 

 （１）メールの受け取り 

    次のメールが、登録したメールアドレス（以下「メールアドレス」という。）に送

信されます。 

   『表題』 ：見積依頼のお知らせ 

『差出人』：宮崎県電子調達システム（物品） 

※ 公開型（＝定例案件）の場合には、メールは送信されません。定められた曜日に

ログインを行ってください。 

※ スマートフォンや携帯電話のメールアドレスを登録される方で、着信拒否設定を

されている場合は、必ず「buppin@pref.miyazaki.lg.jp」のドメイン設定を解除し

てください。 

 

（２）システムへのログイン 

 （★ 操作マニュアル Ｐ２を参照） 

 

（３）対象案件の確認 

 ⇒ 確認方法１ 

  ① 【事業者メニュー】画面の《見積案件及び開札結果》の「見積依頼（総数）」の

「未登録」の件数をクリックして、【見積案件一覧】画面に移動します。 

 

  【図１】 

 

 

 

① 

mailto:buppin@pref.miyazaki.lg.jp
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② 確認したい案件の名前をクリックします。 

【図２】 

                                     

③ 【見積金額の入力等／開札結果の詳細】画面に移動しますので、見積締切日時、発 

注機関側の添付ファイル、物品の数量や規格などを確認します。 

 （★ 操作マニュアル Ｐ９ を参照） 

                                【図３】 

  

 

  ② 
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⇒ 確認方法２ 

  ① 【事業者メニュー】画面の見積案件一覧ボタンをクリックして、【見積案件一覧】

画面に移動します。 

【図４】 

  ② 【見積案件一覧】で検索条件を次のように選択します。 

『調達機関』→ 所属選択 

   『見積受付状況』→ 見積受付中 

   『案件状況』  → 見積依頼 

  『見積登録状況』→ 未登録 

※ 検索条件を未入力のまま検索すると、全ての案件が表示されます。 

 

③ 検索ボタンをクリックします。 

【図５】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

① 

③ 
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④ 確認したい案件の名前をクリックします。 

これ以降の処理は、確認方法１と同じ（手順書 Ｐ２を参照） 

※ 検索で表示された一覧上で、調達機関を確認する方法 

見積依頼案件毎に７桁の番号が附され、番号の頭に調達機関が表示される

（以下、「案件番号」という。）ため、案件番号でも調達機関の確認ができます。 

 

２ 見積金額の登録  ※入力前に必ず納入期限内に納品できることを確認してください。 

（１）参加選択の確認 

   ① 「参加選択」欄の「参加」にチェックがされていることを確認します。 

（２）見積金額の入力 

   ② 「単価（税抜）」に半角数字で入力を行います。 

（３）その他の入力・設定等 

③ 同等品により見積登録する場合 （★操作マニュアル Ｐ１１を参照） 

 ④ 添付ファイルをつける場合   （★操作マニュアル Ｐ１２を参照） 

   ⑤ 自由記載欄に入力 

     担当者名の記載など、必要な事項があれば記載してください。 

空欄でも構いません。 

（４）見積内容の登録 

 ⑥ 登録ボタンをクリックします。 

※ 見積総額は○○○円です、登録しますか。 とメッセージが開くので、誤りが

なければ、はいをクリックします。（桁誤り、総額と単価の取違え等に注意） 

【図６】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

① 

 

② 

④ 

⑤ 

 

⑥ 
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 ⑦ 登録後、見積内容を印刷するかどうかメッセージが開きます。 

   印刷したい場合は、ＯＫボタンをクリックして処理します。 

   その後、自動的に【見積案件一覧】画面に移動します。 

【図７】 

 

 

 

３ 辞退登録 

① 「参加選択」欄の「辞退」にチェックを入れます。 

② 登録ボタンをクリックします。    

【図８】 

 

 

 

① 

② 

 

      ⑦ 
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４ 登録した内容（辞退も含む。）を変更する方法 

（１）対象案件の検索 

 ⇒ 確認方法１ 

   ① 【事業者メニュー】画面の《見積案件及び開札結果》の「見積依頼（総数）」

の「見積登録」または「辞退登録・見積不可」の件数をクリックして、【見積案

件一覧】画面に移動します。 

【図９】 

② 変更したい案件名をクリックします。 （手順書 Ｐ２ 【図２】を参照）  

  

 ⇒ 確認方法２ 

   ① 【事業者メニュー】画面の見積案件一覧ボタンをクリックして、【見積案件一

覧】画面に移動します。        （手順書 Ｐ３ 【図４】を参照） 

  

 

② 【見積案件一覧】で検索条件を次のように選択します。 

【見積登録した内容を変更する場合】 

      『見積受付状況』→ 見積受付中 

      『案件状況』  → 見積依頼 

      『見積登録状況』→ 見積登録 

【辞退登録した内容を変更する場合】 

      『見積受付状況』→ 見積受付中 

      『案件状況』  → 見積依頼 

      『見積登録状況』→ 辞退登録・見積不可 

 

③ 検索ボタンをクリックします。       （手順書 Ｐ３ 【図５】を参照） 

 

   ④ 変更したいた案件名をクリックします。（手順書 Ｐ２ 【図２】を参照） 

 

 

① 
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（２）登録内容の変更 

※ これ以降の処理は「２ 見積金額の登録」「３辞退登録」と同じ 

（手順書 Ｐ４を参照） 

 

※  見積金額は、提出期限の日時を過ぎると修正できませんのでご注 

意ください。 

 ただし、登録した見積金額について、調達機関へ申立てを行い、 

調達機関が錯誤と認めた場合は、その見積を無効とします。 

 この場合、錯誤と認められるのは、次のアからイの全てを満たす 

場合に限ります。 

ア 見積登録後に金額錯誤に気づき、落札決定の前までに調達機 

関へ電話等で申し出たうえで、当該金額が無効であることの申 

立書を直ちに調達機関へ提出した場合 

       イ 金額錯誤の原因が、次のいずれかに該当すると調達機関が認 

めた場合 

        ・明らかな桁の誤り 

        ・総額と単価の取り違え 

     ・入力単位の取り違え 

 

 

 ５ パソコンの不具合等により電子調達システムが利用不可の場合 

 

（１）パソコンの不具合・停電などで見積期限までに登録できなかった場合 

・見積期限までに、発注者へ申し出た上で、紙の見積書を提出します。 

 

（２）見積期限を過ぎてからの辞退 

・見積金額の登録をしないまま見積期限を過ぎると、自動的に「未提出（辞退）

と判断されますので、そのままで構いません。 

・一度は見積登録したものを、辞退に変更したいが、パソコンの不具合・停電

等で、見積期限までに辞退に修正できなかった場合は、見積期限までに、発

注者へ申し出た上で、紙の辞退届を提出します。 
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Ⅱ 再見積案件に見積登録・辞退登録する方法 

 

 

１ 再見積案件の確認 

 （１）メールの受け取り 

    次のメールが登録したメールアドレス（以下「メールアドレス」という。）に送信

されます。 

   『表題』 ：再見積依頼のお知らせ 

『差出人』：宮崎県電子調達システム（物品） 

 

（２）システムへのログイン 

 （★ 操作マニュアル Ｐ２を参照） 

 

（３）対象案件の確認 （確認方法は２通りあります） 

 ⇒ 確認方法１ 

  ① 【事業者メニュー】画面の《見積案件及び開札結果》の「再見積・最低者協議」

の「未登録」の件数をクリックして、【見積案件一覧】画面に移動します。 

 

 【図１０】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
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② 確認したい案件名をクリックして、【見積金額の入力等／開札結果の詳細】画面

に移動します。 

                          【図１１】 

 

③前回の最低価格を確認します。 

④前回自分が登録した見積金額を確認します。 

【図１２】 

 

 

 

 

 

 

 

② 

注意！ 

再見積において、最低価格（税抜）以上の金

額で見積登録した場合は、「失格」となります。

御注意ください。 

 

③ ④ 
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 ⇒ 確認方法２ 

  ① 【事業者メニュー】画面の見積案件一覧ボタンをクリックして、【見積案件一覧】

画面に移動します。 

【図１３】 

  ② 【見積案件一覧】で検索条件を次のように選択します。 

『調達機関』→ 所属選択 

   『見積受付状況』→ 見積受付中 

   『案件状況』  → 再見積 

   『見積登録状況』→ 未登録 

  ※検索条件を未入力のまま検索すると、全ての案件が表示されます。 

 

③ 検索ボタンをクリックします。 

【図１４】            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 
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④ 確認したい案件名をクリックして、【見積金額の入力等／開札結果の詳細】画面

に移動します。 

 

※ これ以降の処理は、確認方法１と同じ（手順書 Ｐ９を参照） 

 

２ 再見積金額の登録 

これ以降の処理は、「２見積金額の登録」と同じ（手順書Ｐ４ 参照） 

※ 前回の最低価格以上の金額を入力すると、失格となるので注意してください。 

 

３ 辞退登録 

これ以降の処理は、「３ 辞退登録」と同じ（手順書Ｐ５ 参照） 

 

４ 登録した内容（辞退も含む。）を変更する方法 

（１）対象案件の検索 

 ⇒ 確認方法１ 

   ① 【事業者メニュー】画面の《見積案件及び開札結果》の「再見積・最低者協

議」の「見積登録」または「辞退登録・見積不可」の件数をクリックして、【見

積案件一覧】画面に移動します。 

 

【図１５】 

 

 

 

 

 

①

① 
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② 変更したい案件名をクリックします。 

 （手順書Ｐ２ 【図２】を参照）  

 

 ⇒ 確認方法２ 

   ① 【事業者メニュー】画面の見積案件一覧ボタンをクリックして、【見積案件一

覧】画面に移動します。 

 （手順書Ｐ９ 【図１１】を参照）  

 

② 【見積案件一覧】で検索条件を次のように選択します。 

【見積登録した内容を変更する場合】 

『調達機関』→ 所属選択 

      『見積受付状況』→ 見積受付中 

      『案件状況』  → 再見積 

      『見積登録状況』→ 見積登録 

【辞退登録した内容を変更する場合】 

『調達機関』→ 所属選択 

      『見積受付状況』→ 見積受付中 

      『案件状況』  → 再見積 

      『見積登録状況』→ 辞退登録 

 

③ 検索ボタンをクリックします。 

（手順書 Ｐ１０ 【図１４】を参照） 

 

 

 ④ 変更したい案件名をクリックして、【見積金額の入力等／開札結果の詳細】画

面に移動します。 

（手順書 Ｐ９ 【図１１】を参照） 

 

 

（２）登録内容の変更 

※ これ以降の処理は、「２ 見積金額の登録」「３ 辞退登録」と同じ 

（手順書 Ｐ４を参照） 
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Ⅲ 最低者協議案件に見積登録・辞退登録する方法 

 

１ 最低者協議案件の確認 

  （１）メールの受け取り 

     次のメールが登録したメールアドレス（以下「メールアドレス」という。）に送

信されます。 

   『表題』 ：最低者協議のお知らせ 

『差出人』：宮崎県電子調達システム（物品） 

 

（２）システムへのログイン 

 （★ 操作マニュアル Ｐ２を参照） 

 

（３）対象案件の確認 

 ⇒ 確認方法１ 

    ① 【事業者メニュー】画面の《見積案件及び開札結果》の「再見積・最低者

協議」の「未登録」の件数をクリックして、【見積案件一覧】画面に移動しま

す。 

 

【図１６】 

 

 

 

 

 

① 
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② 確認したい案件名をクリックして、【見積金額の入力等／開札結果の詳細】画面

に移動します。 

                                        【図１７】 

③前回の最低価格を確認します。 

④前回自分が登録した見積金額を確認します。 

【図１８】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

③ ④ 
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 ⇒ 確認方法２ 

  ① 【事業者メニュー】画面の見積案件一覧ボタンをクリックして、【見積案件一覧】

画面に移動します。 

【図１９】 

  ② 【見積案件一覧】で検索条件を次のように選択します。 

   『見積受付状況』→ 見積受付中 

   『案件状況』  → 最低者協議 

   『見積登録状況』→ 未登録 

 

③ 検索ボタンをクリックします。 

【図２０】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

① 

② 

③ 
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④ 確認したい案件名をクリックして、【見積金額の入力等／開札結果の詳細】画面

に移動します。 

 

※ これ以降の処理は、確認方法１と同じ（手順書 Ｐ１４を参照） 

 

 

２ 見積金額の登録 

  次の（１）から（３）は、見積依頼の場合と同じ（手順書 Ｐ４を参照） 

（１）見積金額の入力 

（２）その他の入力・設定等 

（３）見積金額の合計金額の確認 

 

（４）見積金額の登録 

    登録ボタンをクリックします。 

   ※ 入力した金額が、予定価格を超えていた場合には、次のエラーメッセージが

表示されます。 

ＦＭ－１５０１－１００：●回目の見積額は、予定価格を超過しています。内

容を修正して再度登録ボタンを押してください。 

※ ５回まで登録することができます。 

※ 【注意】上のメッセージが表示されるまでに時間を要する場合があります。

この時エンターキーを連打すると、連打した回数だけ登録したとカウントさ

れてしまうので、絶対に連打しないでください。 

※ 予定価格内で登録すると、次のメッセージが表示され、最低者協議は終了し

ます。これ以降は、見積金額の変更はできません。 

 

ＦＭ－１５０１－００３：登録が完了しました。見積書を印刷しますか？  

 

   ※ ５回目に入力した金額が、予定価格を超えていた場合には、次のエラーメッ

セージが表示され、最低者協議は終了します。これ以降は、見積金額の入力修

正はできません。 

 

ＦＭ－１５０１－１０１：５回目の見積額は、予定価格を超過しています。こ

れで最低者協議を終了します。 

 

 

３ 辞退登録 

※ 見積依頼の場合と同じ（手順書 Ｐ５を参照）  

  

※ なお、最低者協議案件については、一度辞退登録すると変更はできません。 



 17  
 

Ⅳ 見積依頼案件に対する修正内容を確認する方法 

 

１ 修正がなされた案件の検索 

 （１）メールの受け取り 

次のメールが、登録したメールアドレス（以下「メールアドレス」という。）に送

信されます。 

   『表題』 ：仕様等修正のお知らせ 

『差出人』：宮崎県電子調達システム（物品） 

※ 指名型については、案件を開封していない事業者には送信されません。 

※ 公開型については、見積登録をしていない事業者には送信されません。 

 

（２）システムへのログイン 

（★ 操作マニュアル Ｐ２を参照） 

 

（３）対象案件の確認 

 ⇒ 確認方法１ 

① 【事業者メニュー】画面の《見積案件及び開札結果》の「うち仕様修正後未

開封」の件数をクリックして、【見積案件一覧】画面に移動します。 

 

【図２１】 

 

 

 

 

 

① 
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② 確認したい案件名をクリックします。 

【図２２】 

 

③ 【見積金額の入力等／開札結果の詳細】画面に移動しますので、修正内容を確

認します。 

   

※ 仕様や見積締切日時などが修正されたことにより、見積金額の変更が必要な

場合には、内容を変更します。 

※ 変更の処理方法は、「４ 登録した内容（辞退も含む。）を変更する方法」と

同じ（手順書 Ｐ６を参照） 

【図２３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

② 

******* 
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Ⅴ 開札前に中止となった案件の中止の理由などを確認する方法 

 

 

１ 案件の検索 

（１）メールの受け取り 

次のメールが登録したメールアドレス（以下「メールアドレス」という。）に送信

されます。 

    『表題』 ：見積中止のお知らせ 

『差出人』：宮崎県電子調達システム（物品） 

※ 指名型については、案件を開封していない事業者、辞退登録をした事業者に

は送信されません。 

※ 公開型については、見積登録をしていない事業者には送信されません。 

 

（２）システムへのログイン 

 （★ 操作マニュアル Ｐ２を参照） 

 

（３）対象案件の確認 

 ① 【事業者メニュー】画面の開札結果一覧ボタンをクリックして、【開札結果一覧】

画面に移動します。 

 

【図２４】 

 

 

 

 

 

① 
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② 【開札結果一覧】画面で検索条件を次のように選択します。 

   『案件番号』→ メール（見積中止のお知らせ）の本文に記載されている案件番

号の数字 7桁を入力します。 

 

③ 検索ボタンをクリックします。 

【図２５】 

 

２ 中止の理由などの確認 

 

① 表示された案件名をクリックすると、【見積金額の入力等／開札結果の詳細】画

面に移動します 

【図２６】 

② 

③ 

① 
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② 中止の理由等が確認できます。 

 

【図２７】 

 

② 
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Ⅵ 貴社に決定した案件の発注依頼書等を確認・印刷する方法 

 

１ 決定のお知らせ 

 （１）メールの受け取り 

    次のメールがメールアドレスに送信されます。 

 

【決定金額が１００万円以下の場合】 

   『表題』 ：発注依頼のお知らせ 

『差出人』：宮崎県電子調達システム（物品） 

 

【決定金額が１００万円を超える場合】 

 『表題』 ：決定のお知らせ 

『差出人』：宮崎県電子調達システム（物品） 

 

２ システム上での案件の検索 

（１）システムへのログイン 

   （★ 操作マニュアル Ｐ２を参照） 

 

（２）対象案件の検索 

 ⇒ 確認方法１ 

  ① 【事業者メニュー】画面の《見積案件及び開札結果》の「貴社 決定案件」の

「うち未開封」の件数をクリックして、【見積案件一覧】画面に移動します。 

【図２８】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案件の検索ができるのは、開札結果から３ヶ月のみです。ただし、納入期限が３ヶ 

月を超える場合は、納入期限日まで検索できます。  

 

 

① 
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⇒ 確認方法２ 

   ⇒確認方法２ 

①  【事業者メニュー】画面の開札結果一覧ボタンをクリックして、【開札結果一

覧】画面に移動します。 

開札結果の表示期間は落札日から３ヶ月（納入期限日がこの日を超える場合は

納入期限日まで、となります。  

【図２９】 

  ② 検索条件を次のように選択します。 

   『開札結果』→ 貴社 決定案件 

   

  ③ 検索ボタンをクリックします。 

【図３０】 

① 

② 
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３ 発注依頼書等の確認・印刷 

 

（１）発注依頼書等のファイルがある画面への移動     

 

① 該当する決定案件の決定を確認したボタンをクリックします。                  

【図３１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②【帳票の印刷】画面に移動します。 

【図３２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 



25 
 

（２）発注依頼書等の確認・印刷 

 

【決定金額が１００万円以下の場合】 

 

   ④ 発注依頼書をクリックして、開くボタンをクリックすると、内容が表示され

ます。必要があれば、印刷します。 

   ⑤ 納品書をクリックして、開くボタンをクリックすると、内容が表示されます

ので、印刷し、押印の上、納品の際に県に提出します（押印省略可）。 

   ⑥ 請求書をクリックして、開くボタンをクリックすると、内容が表示されます

ので、印刷し、押印の上、請求の際に県に提出します（押印省略可）。 

※ 「発注依頼書」、「納品書」、「請求書」については、片面印刷を行うと、白紙が

出てくる可能性もあります。そのため、両面印刷を設定するか、ページ指定の設

定をして、印刷して下さい。 

 

【決定金額が１００万円を超え２００万円以下の場合】 

 

   ⑦ 請書をクリックして、開くボタンをクリックすると、内容が表示されますの

で、印刷します。 

必要事項を記入し、県に提出してください。 

⑧ 請書の記入方法については、【事業者メニュー】画面の様式ダウンロードボタ

ンをクリックすると、「請書（一般・印刷物）の記入方法・提出方法」のリンク

が表示されます。これをクリックして、内容を確認してください。 

   ⑨ 納品書をクリックして、開くボタンをクリックすると、内容が表示されます

ので、印刷し、押印の上、納品の際に県に提出します（押印省略可）。 

   ⑩ 請求書をクリックして、開くボタンをクリックすると、内容が表示されます

ので、印刷し、押印の上、請求の際に県に提出します（押印省略可）。 

 

※ 「納品書」、「請求書」については、片面印刷を行うと、白紙が出てくる可能性

もあります。そのため、両面印刷を設定するか、ページ指定の設定をして、印刷

して下さい。 

 

【決定金額が２００万円を超える場合】 

 

   ⑪ 納品書をクリックして、開くボタンをクリックすると、内容が表示されます

ので、印刷し、押印の上、納品の際に県に提出します（押印省略可）。 

   ⑫ 請求書をクリックして、開くボタンをクリックすると、内容が表示されます

ので、印刷し、押印の上、請求の際に県に提出します（押印省略可）。 

 

※ 「納品書」、「請求書」については、片面印刷を行うと、白紙が出てくる可能性

もあります。そのため、両面印刷を設定するか、ページ指定の設定をして、印刷

して下さい。 

※ 「契約書」については、調達機関よりお渡しします。システム上では表示され

ません。(紙またはシステム「通知機能」を利用したお渡しになります。) 
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※ 契約書の記入方法については、【事業者メニュー】画面の様式ダウンロードボタ

ンをクリックすると、「契約書（物品・印刷物）の記入方法・提出方法」のリンク

が表示されます。これをクリックして、内容を確認してください。 

 

【図３３】 

 

 ※ 「請書」や「契約書」は開札決定した日（見積締切日）を含めて７日以内に調達機関

へ提出が必要です。 

決定額（税込）が２００万円を超える場合、契約保証金の有無の確認も必要となり

ますので、画面右上の様式ダウンロードにある、契約書の作成方法を参照してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 

④ 
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≪ 補足 ≫ 一括印刷について 

 上記のように、「請求書」「納品書」「発注依頼書」の３ファイルをそれぞれ開いて印刷を

行う方法のほかに、「請求書」「納品書」「発注依頼書」をまとめて印刷することもできます。

（複数案件の「請求書」「納品書」「発注依頼書」についても、まとめて印刷が可能です。） 

 

 ⇒ 一括印刷の方法 

 

① 手順書 Ｐ２４の（１）発注依頼書等のファイルがある画面への移動までは同じ。 

② 該当案件の決定を確認したをクリックする。 

 

③ 帳票の印刷画面が表示されるので、戻るをクリックする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 
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④ 該当案件が開札結果一覧から消えるので、検索条件の開封状況を開封済に選択して、

検索ボタンをクリックする。 

 

 

⑤ 開封済の案件が表示されるので、印刷するボタンの空欄にチェックを入れて、 

一括印刷ボタンをクリックする。（複数案件をチェックすれば、複数案件の印刷も可。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

④ 

⑤ 
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⑥ファイルのダウンロード画面が印刷されるので、開くボタンをクリックする。 

 

 

⑦ チェックを入れた案件の「請求書」「納品書」「発注依頼書」が１ファイルのＰＤＦ

上で表示される。 

※ 複数案件にチェックを入れた場合の表示順は次のとおり。 

１ＰＤＦ 

ファイル 

案件Ａ 

（１要求書） 

 

請求書 

納品書 

発注依頼書 

案件Ｂ 

（２要求書） 

請求書１ 

請求書２ 

納品書１ 

納品書２ 

発注依頼書１ 

発注依頼書２ 

 

⑥ 

⑤ 
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Ⅶ 見積登録したが、見積締切日時以降、「決定のお知らせ」又は「発注依頼のお知らせ」の

メールが来なかった案件の結果の確認方法 

 

【確認のポイント】 

 「決定のお知らせ」又は「発注依頼のお知らせ」メールが来ない場合、次の４つの可能

性があります。 

・ パターンＡ：県側の開札執行が完了していない。（開札待となっている。） 

・ パターンＢ：他社が決定業者となった 

・ パターンＣ：不落となった。（誰も落とせなかった。） 

・ パターンＤ：取消となった。（何らかの原因で、開札執行が取消された。） 

 

それぞれの可能性の確認方法を次で説明します。 

 

 

１ まず、開札待かを確認する。 

（１）システムへのログイン 

 （★ 操作マニュアル Ｐ２を参照） 

  

（２）対象案件の検索 

① 【事業者メニュー】画面の《見積案件及び開札結果》の「開札待ち」の件数をク

リックして、【開札結果一覧】画面に移動します。 

 

【図３４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 【開札結果一覧】画面の中に、対象案件があれば、開札待（パターンＡ）というこ

とになります。 

① 
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２ 開札待ちでない場合には、開札結果を確認する 

（１）対象案件の検索 

① 【事業者メニュー】画面の《見積案件及び開札結果》の「その他の参加案件」の

件数をクリックして、【開札結果一覧】画面に移動します。 

【図３５】 

 

  ② 確認したい案件の開札結果を確認します。 

    （ここでパターンＢ～Ｄのいずれかであるか確認できます。） 

 

  ③ 詳細な情報を確認したい場合には、案件名をクリックして、【見積金額の入力等／

開札結果の詳細】画面に移動します。 

【図３６】 

② 

① 

③ 



32 

 

④ 開札結果を確認します。 

⑤ 開札結果に至る経緯を案件状況（詳細）で確認します。 

【図３７】 

⑤ 

             ④ 
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Ⅷ 依頼への回答方法 

 

１ 依頼の確認 

 （１）メールの受け取り 

次のメールが、登録したメールアドレス（以下「メールアドレス」という。）に

送信されます。 

     『表題』 ：例：「取扱調査のお願い」など 

『差出人』：宮崎県電子調達システム（物品） 

 

（２）システムへのログイン 

   （★ 操作マニュアル Ｐ２を参照） 

 

（３）対象案件の確認 

 ⇒ 確認方法１ 

  ① 【事業者メニュー】画面の《その他の依頼・通知》の「回答依頼中」－「うち

未開封」の件数をクリックして【依頼・通知一覧】画面に移動します。 

【図３８】 

 

② 確認したい依頼名をクリックします。 

                                   

【図３９】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 
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③ 【依頼への回答作成 / 通知の確認】画面に移動しますので、依頼内容や回答期

限、発注機関側の添付ファイルなどを確認します。 

 【図４０】 

 

⇒ 確認方法２ 

  ① 【事業者メニュー】画面の依頼・通知一覧ボタンをクリックして、【依頼・通知

一覧】画面に移動します。 

【図４１】 

 

 

① 
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  ② 【依頼・通知一覧】画面で検索条件を次のように選択します。 

   『区分』→ 依頼 

   『依頼・通知状況』  → 回答依頼中 

 

③ 検索ボタンをクリックします。 

 ※ これ以降は、確認方法１と同じ（手順書 Ｐ３３を参照）  

 

【図４２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 依頼への回答方法 

（１）回答の入力 

   ① 「回答内容」に、回答を入力します。 

 

（２）添付ファイルの設定 

  ② 添付ファイルをつける場合 

 

（３）回答内容の登録 

③ 登録ボタンをクリックします。 

登録されると【依頼・通知一覧】画面に自動的に戻ります。 

【図４３】 
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３ 依頼に対する回答内容を変更する方法 

（１）対象案件の検索 

 ⇒ 確認方法１ 

   ① 【事業者メニュー】画面の《その他の依頼・通知》の「回答依頼中」の「総

数」の件数をクリックして、【依頼・通知一覧】画面に移動します。 

【図４４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 回答内容を変更したい依頼名をクリックします。 

  （手順書 Ｐ３３ 【図３９】を参照） 

 

⇒ 確認方法２ 

  ① 【事業者メニュー】画面の依頼・通知一覧ボタンをクリックして、【依頼・通知

一覧】画面に移動します。 

  （手順書 Ｐ３４ 【図４１】を参照） 

 

  ② 【依頼・通知一覧】画面で検索条件を次のように選択します。 

    『区分』→ 依頼 

    『依頼・通知状況』  → 回答依頼中 

 

③ 検索ボタンをクリックします。 

【図４５】 
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④ 回答内容を変更したい依頼名をクリックします。 

  （手順書Ｐ３３ 【図３９】を参照） 

 

（２）回答内容の修正 

（手順書 Ｐ３５ 「２ 依頼への回答方法」と同じ） 
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Ⅸ 通知の内容を確認する方法 

 

１ 依頼の確認 

 （１）メールの受け取り 

次のメールが、登録したメールアドレス（以下「メールアドレス」という。）に

送信されます。 

     『表題』 ：例：「●●説明会の開催」など 

『差出人』：宮崎県電子調達システム（物品） 

 

（２）システムへのログイン 

   （★ 操作マニュアル Ｐ２を参照） 

 

（３）対象案件の確認 

 

  ① 【事業者メニュー】画面の《その他の依頼・通知》の「通知」－「うち未開封」

の件数をクリックして【依頼・通知一覧】画面に移動します。 

 

【図４６】 
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② 確認したい通知名をクリックします。 

                          【図４４】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 【依頼への回答作成 / 通知の確認】画面に移動しますので、通知内容や発注機

関側の添付ファイルなどを確認します。 

 （★ 操作マニュアル Ｐ２４を参照） 

 

【図４５】 

① 


